
鳥取県国内便エアサポート事業実施要領 
 

鳥取空港の利用を促進する懇話会 

米子空港利用促進懇話会 

１ 主旨・目的 
  この要領は、鳥取県内航空便の利用促進を図るため、県が進める重点施策に関連して県内
空港発着国内便を利用する者に対して、鳥取空港の利用を促進する懇話会及び米子空港利用
促進懇話会（以下「懇話会」という。）が予算の範囲内で経費の一部を支援する事業（以下
「事業」という。）に関して必要な事項を定める。 

２ 事業内容 
（１）支援区分及び支援対象者 
  事業で支援する区分及び支援対象者は以下のとおりとする。 
（ア）移住定住促進エアサポート 
  ①鳥取県内への移住を検討している県外在住者 
    ②国際紛争に伴う外国からの避難民等 
（イ）関係人口促進エアサポート 
  ①鳥取県内の地域づくりの活動に参画または懇話会が別途指定する地域交流型観光モニ

ターツアーに参加する県外在住者 
②懇話会が別途指定するワーケーションプログラムの参加者 

（ウ）介護・障がい者等エアサポート 
  親族の介護を行う者及び鳥取県内在住の障がい者 
（エ）子育て王国とっとりキッズエアサポート 
  大人同伴で搭乗する小学生以下の子ども、または「ＡＮＡジュニアパイロット」として

搭乗する小学生以下の子ども（県外在住の子どもは、鳥取県内の宿泊施設に宿泊する場
合に限る） 

（オ）但馬版キッズエアサポート（鳥取砂丘コナン空港利用者に限る） 
  大人同伴で搭乗する小学生以下の子ども、または「ＡＮＡジュニアパイロット」として

搭乗する小学生以下の子ども 
（２）支援の条件 
（ア）支援対象者の条件 

支援の対象となる者は前項（１）のうち別表１の第２欄の条件をすべて満たす個人とする。
ただし、次の支援を受ける場合は対象外とする。 
ア 鳥取県、鳥取県内市町村又は公益財団法人ふるさと鳥取県定住機構など（以下「県等」
という。）が実施する移住定住支援や都市部発着のとっとり暮らし体験ツアー等の支援 

イ 公益財団法人ふるさと鳥取県定住機構が実施する来県者支援 
ウ 日本財団が実施するウクライナ国民への渡航費等支援 

 （イ）支援対象旅行 
   支援の対象となる旅行は、県内空港発着国内便を利用したものとする。なお、支援対象

とする旅行期間は別途告知する。 
（ウ）支援対象経費 

支援の対象となる経費は次のとおりとし、別表１の第３欄に定める額の支援を行う。 
①支援の対象旅行において実際に支払われた航空運賃（旅客施設使用料を含む）。ただ
し、マイルで交換した特典航空券による搭乗は支援の対象外とする。 

②航空会社が設定する割引運賃を利用する場合は、利用した割引運賃に基づいて支援額
を算定する。プレミアムクラス運賃を利用する場合は、プレミアム運賃ではない同日・
同種類の運賃で算定する。 

③旅行会社等が販売している航空券及び宿泊がセットになった旅行商品等を利用した搭
乗も支援の対象とする。この場合、セット料金から宿泊料相当額として１人につき８千
円／泊を差し引いた額を航空運賃とみなして支援の対象とする。 

④介護・障がい者等エアサポートは、介護割引又は障がい者割引運賃適用者を支援の対象
とする。ただし、介護割引又は障がい者割引運賃よりも安価な割引運賃が利用できる場
合は、その利用を妨げない。その場合は、実際に利用した割引運賃に基づいて支援額を
算定する。 

⑤株主優待運賃を利用する場合、運賃以外の費用（株主優待使用料や株主優待仕入れ代
金、株主優待購入費等の名目で支払われる費用）は支援の対象外とする。 



（エ）利用制限 
支援の利用回数及び人数は、別表１の第４欄を上限とする。 

３ 支援対象搭乗の事前認定 
（１）支援を受けようとする者は、対象となる航空便を予約した後、搭乗日の７日前までに、

鳥取県電子申請サービスにより申請を行う。もしくは様式第１号に必要事項を記載の上、
ファクシミリ、郵送又は持参により懇話会の事務局（鳥取県観光戦略課内）に対して認定
申請を行う。期間ごとの認定数は別表２のとおりとし、認定は申請を受理した順に行い、
認定数に達したものから募集を終了する。なお、子育て王国とっとりキッズエアサポート
及び但馬版キッズエアサポートの認定申請は、同伴する大人が家族単位で行うこととする。
（１家族１申請とする。） 

（２）前項の認定申請に際しては、別表１の第５欄で定める書類を添付する。なお、事務局が
必要と認めた場合は、追加書類の提出を求めることがある。 

（３）懇話会は、申請があった場合は、認定申請書を受理した日から原則として１４日以内に
様式第２号により認定又は不認定の決定を行う。 

（４）認定申請において、申請書及び添付書類に不備がある場合や、過年度事業で手続きの未
了がある場合は、申請を受理しない。また、申請日以前の搭乗は、認定の対象としない。 

（５）認定申請書に虚偽の記載があった場合や支援対象外の経費が含まれていた場合は、認定
の取り消し、または、支援金の返還を求めることがある。 

（６）支援を受けようとする者が、認定を受けた後に利用便を変更又は旅行を中止する場合は、
様式第３号を懇話会に提出する。 

（７）支援を受けようとする者は、この要領に定める内容に同意したものとみなす。また、認
定申請、次項の交付申請並びに添付書類等に記載の内容が、個人が特定されない範囲で県
等において公開又はメールマガジンやダイレクトメールの送付等に活用されることに同意
したものとみなす。 

４ 支援金の交付申請・請求 
（１）支援の認定を受けた者は、支援対象旅行を終了した日から１５日以内に鳥取県電子申請

サービスにより申請を行う。もしくは別表１の第６欄で定める書類を添えて、郵送又は持
参により懇話会に支援金を請求するものとする。 

（２）懇話会は、請求の内容を適正と判断した場合、申請を受理した日から原則として１４日
以内に様式第５号により交付額を通知し、通知の日から３０日以内に支援金の支払を行う。 

５  その他 
（１） 事業に関する告知は、懇話会又は鳥取県観光戦略課が運営するホームページで行う。ま

た、事業は年度中途で予告なく変更又は終了する場合がある。 
（２） ２（１）（ア）②に係る支援の手続きは、前項の規定にかかわらず、懇話会事務局が別

途定める方法により行うものとする。 
（３）この要領に定めのない事項については、懇話会会長が別に定める。 
 
   附 則 
 
 この要領は、平成２５年１０月２５日から施行する。 
 この要領は、平成２６年５月１日から施行する。 
 この要領は、平成２７年３月１３日から施行する。 
 この要領は、平成２８年４月２１日から施行する。 
 この要領は、平成２９年４月３日から施行する。 
 この要領は、平成３０年４月９日から施行する。 
この要領は、平成３１年４月８日から施行する。 
この要領は、平成３１年４月２６日から施行する。 
この要領は、令和２年６月１２日から施行する。 
この要領は、令和３年１０月８日から施行する。 
この要領は、令和４年５月１３日から施行する。 
この要領は、令和５年５月１０日から施行する。 
この要領は、令和６年４月１７日から施行する。 
 



別表１ 

 

2024.4.17 現在

支援区分
移住定住促進

エアサポート

関係人口促進

エアサポート

介護・障がい者等

エアサポート

子育て王国とっとり

キッズエアサポート

但馬版

キッズエアサポート

１

対象者

(1)鳥取県内への移住を検討している県外在住

者

(2)国際紛争に伴う外国からの避難民

(1)鳥取県内の地域づくりの活動に参画または懇

話会が別途指定する地域交流型観光モニターツ

アーに参加する県外在住者

(2)懇話会が別途指定するワーケーションプログラ

ム参加者及び同伴する子ども（１家族１名ま

で）

親族の介護を行う者及び鳥取県内

在住の障がい者

大人同伴で搭乗する小学生以下の子どもまたは

「ＡＮＡジュニアパイロット」として搭乗する小学生

以下の子ども

※１家族あたりの人数制限なし

大人同伴で搭乗する小学生以下の子どもまたは

「ＡＮＡジュニアパイロット」として搭乗する小学生

以下の子ども

※１家族あたりの人数制限なし

※鳥取砂丘コナン空港利用者に限る

(1)県外在住者

・鳥取県への移住を検討しており、次のいずれかの

ために来県する者

ア　鳥取県内のお試し住宅の利用

イ　鳥取県、鳥取県内市町村、公益財団法人ふ

るさと鳥取県定住機構又はこれらが取組を支援す

る民間等の団体が実施する移住体験ツアー、婚

活イベントなどに参加

ウ　移住のための具体的な手続き及び引っ越し等

を行う

・就職のための面接や試験、説明会等への参加

のために来県する者

(1)地域づくり活動または地域交流型観光モニ

ターツアーに参加する場合

以下の条件をすべて満たす者

・鳥取県内の地域づくり活動にボランティアとして参

画または懇話会が別途指定する地域交流型観

光モニターツアーに参加すること。

・「ふるさと来LOVEとっとりメンバーズカード」を所持

すること。

※地域づくり活動に参画する場合は活動（参

加）時間が合計５時間以上のものに限る。

※参画に要する経費（全額、一部を問わない）

や謝金等の支給を受ける場合は対象外

[介護の場合]

以下の条件をすべて満たす者

・航空会社の介護割引適用者

・親族介護のため介護割引を利用する者

(2)外国からの避難民】

国際紛争に伴う外国からの避難民及びその同行

者等

(2)ワーケーションの場合

以下の条件をすべて満たす者

・懇話会が別途指定するワーケーションプログラム

参加者及び同伴する小学生以下の子ども

・「ふるさと来LOVEとっとりメンバーズカード」を所持

すること。

※出張旅費を受ける場合は対象外とする。

※同伴する子どもは、ワーケーションを行う大人と

同じ便に搭乗すること。

[障がい者等の場合]

以下の条件をすべて満たす者

・航空会社の障がい者割引運賃

適用者

・鳥取県内在住の以下の手帳所持者

　■身体障害者手帳

　■戦傷病者手帳

　■療育手帳

　■精神障害者保健福祉手帳

（1）県外在住者】

１／２

※上限：１名につき３万円

（2）外国からの避難民】

全額

４

利用制限

年２回（往復）／人

※片道のみの利用も可

年１回（往復）／人

※片道のみの利用も可

年１回（往復）／人

※片道のみの利用も可

年１回（往復）／家族

※申請は同行する大人または子どもの家族が家

族単位で申請。利用回数は１回までとする。

※片道のみの利用も可

年１回（往復）／家族

※申請は同行する大人または子どもの家族が家

族単位で申請。利用回数は１回までとする。

※片道のみの利用も可

５

認定申請に必要な

書類

①申請書（様式第1号）

②来県時の計画表（指定様式①）

③お試し住宅の利用、参加するイベントやツアーの

概要、就職面接や試験、説明会等への参加がわ

かる書類（コピー可）

※外国からの避難民は、上記に関わらず、懇話

会事務局が別途定める方法により行うこと。

①申請書（様式第1号）

(1)地域づくり活動または地域交流型観光モニ

ターツアーに参加する場合

②来県時の計画表（指定様式②）

③団体の概要（代表者及び連絡先、活動内容

等）や申請者が従事する内容や参加が分かる書

類（活動団体が発行する証明書類、参加申込

書のコピーなど）

(2)ワーケーションの場合

②来県時の計画表（指定様式③）

③ワーケーションプログラムの内容が分かる書類

①申請書（様式第1号）

[介護の場合]

②航空会社の介護割引適用者（介護割引情

報登録済み）であることがわかる書類

[障がい者等の場合]

③搭乗時点で有効な手帳のコピー（確認後は返

却します。）

６

請求に必要な書類

①交付申請書兼請求書

（様式第4号）

②使用済みの搭乗券（コピー可）※搭乗案内、

保安検査証でも可

③航空運賃領収書（コピー可）

④実施レポート（指定様式①）

※外国からの避難民は、上記に関わらず、懇話

会事務局が別途定める方法により行うこと。

①交付申請書兼請求書

（様式第4号）

②使用済みの搭乗券（コピー可）※搭乗案内、

保安検査証でも可

③航空運賃領収書（コピー可）

(1)地域づくり活動または地域交流型観光モニ

ターツアーに参加する場合

④実施レポート（指定様式②）

(2)ワーケーションの場合

④実施レポート（指定様式③）

①交付申請書兼請求書

（様式第4号）

②使用済みの搭乗券（コピー可）※搭乗案内、

保安検査証でも可

③航空運賃領収書（コピー可）

全額(1家族につき上限3万円)

※県外在住の小学生以下の子どもは1/2(1家族

につき上限1万5千円)

全額

※上限：３万円(1家族につき)

※参考：使用済み搭乗券等がお手元にない場合は、全日空のホームページの「領収書・搭乗証明書検索」から搭乗証明書が入手できます。

１／２

※上限：１名につき３万円（県外在住の小学

生以下の子どもは１万５千円）

①申請書（様式第1号）

②旅行計画表（指定様式④）

（指定様式。滞在中の主な訪問先などを記載してください。）

①交付申請書兼請求書

（様式第4号）

②使用済みの搭乗券（コピー可）※搭乗案内、保安検査証でも可

※同伴した大人の搭乗券も必要です。

③航空運賃領収書（コピー可）

④実施レポート（指定様式④）

⑤「ひとりたびカード」の写し(ジュニアパイロットにて搭乗時)

鳥取県内国内便エアサポート事業実施要領

２

対象者の条件

以下の条件をすべて満たす者

・大人同伴で搭乗する小学生以下の子ども、また

は「ＡＮＡジュニアパイロット」として搭乗する小学

生以下の子ども

・子どもの健全育成のため、居住地では体験でき

ない体験をするために飛行機を利用して移動する

こと

（例）

ア　ピアノの練習意欲向上のため、本格的なクラ

シック演奏会を聞かせる

イ　興味を持っている分野の工場見学を行う

※県外在住の小学生以下の子どもについては、

鳥取県内宿泊施設での宿泊が条件

以下の条件をすべて満たす者

・大人同伴で搭乗する小学生以下の子ども、また

は「ＡＮＡジュニアパイロット」として搭乗する小学

生以下の子ども

・兵庫県但馬地域（豊岡市・養父市・朝来市・

香美町・新温泉町）在住者であること

・子どもの健全育成のため、地元では体験できな

い体験をするために飛行機を利用して移動するこ

と

（例）

ア　ピアノの練習意欲向上のため、本格的なクラ

シック演奏会を聞かせる

イ　興味を持っている分野の工場見学を行う

３

支援率

１／２

※上限：１名につき３万円



別表２ 

 

鳥取県国内便エアサポート認定数の目安 

 

【留意事項】 

・認定数は区分毎、期間毎の目安であり、変動することがあります。 

・認定は区分毎に、申請を受理した順に行い、認定数に達したものから募集を終了します。 

・認定状況により該当する区分の募集が早期に終了する場合があります。 

 
エアサポート区分 認定数（目安） 

・移住定住 １２０件 

・関係人口促進 ４０件 

・介護・障がい者 ２０件 

・子育て王国鳥取キッズ ３１０件 

・但馬版キッズ １０件 



（様式第１号） 
令和   年  月  日  

鳥取空港の利用を促進する懇話会会長  
                   様 
米子空港利用促進懇話会会長 

                    申請者 郵便番号 

住 所 

                            氏 名               （印不要） 

電話番号 
                         ※携帯電話など日中連絡可能な電話番号をご記載ください。 

鳥取県内国内便エアサポート事業認定申請書 
 
下記のとおり、鳥取県内国内便の利用に際して懇話会から支援認定を受けたいので、「鳥取県内国内便

エアサポート事業実施要領」第３（１）の規定により申請します。 
なお、申請書類に記載の内容が、支援事例として懇話会及び県等において個人が特定されない範囲で

公開、活用されること（メールマガジンやダイレクトメールの送付等を含む）に同意の上、申請します。 
記 

１ 支援区分 ※該当項目に○ 

（１）移住定住促進エアサポート 
   お試し住宅の利用（  ） 移住体験ツアー等（  ） 移住手続き（   ） 面接等の就職活動（  ） 

外国からの避難民（  ） 
（２）関係人口促進エアサポート 

地域づくり活動（  ）地域交流型観光モニターツアー（  ）ワーケーション（  ） 
（３）介護・障がい者等エアサポート（  ） ※介護割引・障がい者割引運賃適用者であること 
（４）子育て王国とっとりキッズエアサポート  
   大人同伴で搭乗（  ） ＡＮＡジュニアパイロット（  ） 
（５）但馬版キッズエアサポート 
   大人同伴で搭乗（  ） ＡＮＡジュニアパイロット（  ） 

２ 航空便の利用者 

氏名              （申請者）（年齢  歳） 

氏名              （申請者との続柄：  ）（年齢  歳・小学生の場合は学年  年） 

氏名              （申請者との続柄：  ）（年齢  歳・小学生の場合は学年  年） 

氏名              （申請者との続柄：  ）（年齢  歳・小学生の場合は学年  年） 
※関係人口促進エアサポート（ワーケーションのみ）は、大人の搭乗者と支援対象となる子どもがいる場合は子ども１人を
記載。子育て王国とっとりキッズエアサポート及び但馬版キッズエアサポートは、大人の同伴者（支援対象外）と支援対
象となる子どもを記載。そのほかの区分は、航空便利用者全員を記載してください。 

３ 利用航空便 ※該当空港名に○ 
（１）往 路 （２）復 路 
搭乗日： 令和  年   月   日（   ） 
出発空港（鳥取・米子・羽田）便名（    便） 

搭乗日： 令和  年   月   日（   ） 
出発空港（鳥取・米子・羽田）便名（    便） 

【認定申請に必要な書類】 

 

 

 

 

 

 
[提出方法]鳥取県電子申請サービスもしくは以下の宛先まで郵送又はファクシミリにより提出してください。 
〒680-8570 鳥取市東町 1-220 鳥取県観光戦略課内 
「鳥取県内国内便エアサポート事業」実施事務局 宛て 
（ファクシミリ）0857-26-8308 
 ※ファクシミリの場合は、受信確認のため電話でご一報ください（電話 0857-26-7099） 



様式第２号 

第          号 

令和   年  月  日  

申請者  

氏 名                          様 

 

鳥取空港の利用を促進する懇話会会長  

米子空港利用促進懇話会会長 

                                 （ 公 印 省 略） 

 

鳥取県内国内便エアサポート事業の認定について（通知） 

 

令和  年  月  日付けで申請のあったこのことについては、申請のとおり支援認定しました（不

認定としました）ので、「鳥取県内国内便エアサポート事業実施要領」第３（３）の規定により通知しま

す。 

 

 

特記事項： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※支援対象の旅行が終わりましたら、要領第４（１）に基づき、１５日以内に以下の書類を懇話会に提出

し、支援金の請求を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[提出方法]鳥取県電子申請サービスによる申請。もしくは以下の宛先まで郵送又はファクシミリにより提出して

ください。 

〒680-8570 鳥取市東町 1-220 鳥取県観光戦略課内 

「鳥取県内国内便エアサポート事業」実施事務局 宛て 

（ファクシミリ）0857-26-8308 

 ※ファクシミリの場合は、受信確認のため電話でご一報ください（電話 0857-26-7099） 



様式第３号 

令和   年  月  日  

 
鳥取空港の利用を促進する懇話会会長  
                    様 
米子空港利用促進懇話会会長 

 

 

                    申請者 郵便番号 

住 所 
 

                            氏 名                        （印不要） 

電話番号 
                         ※携帯電話など日中連絡可能な電話番号をご記載ください。 

鳥取県内国内便エアサポート事業の変更（中止）について（通知） 

 

令和   年  月  日付第       号で認定された鳥取県内国内便エアサポート事業につ

いては、下記のとおり変更（中止）しますので、「鳥取県内国内便エアサポート事業実施要領」第３（６）

の規定により通知します。 

 

記 

１ 変更（中止）の理由 

 

 

 

 

２ 変更（中止）の内容 

 

（１）中止 

 

（２）一部変更（※変更となった部分のみ記載すること） 

（ア）往 路 

搭乗日  令和   年   月   日（   ） 

利用便  出発空港（鳥取・米子・羽田）⇒ 到着空港（鳥取・米子・羽田） （    便） 

氏名              （申請者）（年齢  歳） 

氏名              （申請者との続柄：  ）（年齢  歳・小学生の場合は学年  年） 

氏名              （申請者との続柄：  ）（年齢  歳・小学生の場合は学年  年） 

氏名              （申請者との続柄：  ）（年齢  歳・小学生の場合は学年  年） 

 

（イ）復 路 

搭乗日  令和   年   月   日（   ） 

利用便  出発空港（鳥取・米子・羽田）⇒ 到着空港（鳥取・米子・羽田） （    便） 

氏名              （申請者）（年齢  歳） 

氏名              （申請者との続柄：  ）（年齢  歳・小学生の場合は学年  年） 

氏名              （申請者との続柄：  ）（年齢  歳・小学生の場合は学年  年） 

氏名              （申請者との続柄：  ）（年齢  歳・小学生の場合は学年  年） 

 

 [提出方法]鳥取県電子申請サービスによる申請。もしくは以下の宛先まで郵送又はファクシミリにより提出して

ください。 

〒680-8570 鳥取市東町 1-220 鳥取県観光戦略課内 

「鳥取県内国内便エアサポート事業」実施事務局 宛て 

（ファクシミリ）0857-26-8308 

 ※ファクシミリの場合は、受信確認のため電話でご一報ください（電話 0857-26-7099） 



様式第４号 

令和   年  月  日  
鳥取空港の利用を促進する懇話会会長  
                    様 
米子空港利用促進懇話会会長 

                    申請者 郵便番号 

住 所 

                            氏 名                        （印不要） 

電話番号 
                         ※携帯電話など日中連絡可能な電話番号をご記載ください。 

鳥取県内国内便エアサポート事業交付申請書兼請求書 
 
認定された鳥取県内国内便エアサポート事業については、下記のとおり県内航空便を利用しましたので、

「鳥取県内国内便エアサポート事業実施要領」第４（１）の規定により支援金の交付を申請します。 

記 

１ 支援区分 （該当する区分に○） 
（ 移住定住 ・ 関係人口 ・ 介護・障がい者等 ・ キッズ ・ 但馬版キッズ ） 

２ 航空便の利用者 

氏名              （申請者）（年齢  歳） 

氏名              （申請者との続柄：  ）（年齢  歳・小学生の場合は学年  年） 

氏名              （申請者との続柄：  ）（年齢  歳・小学生の場合は学年  年） 

氏名              （申請者との続柄：  ）（年齢  歳・小学生の場合は学年  年） 
※関係人口促進エアサポートは、大人の搭乗者と支援対象となる子どもがいる場合は子ども１人を記載。子育て王国とっと

りキッズエアサポート及び但馬版キッズエアサポートは、大人の同伴者（支援対象外）と支援対象となる子どもを記載。

そのほかの区分は、航空便利用者全員を記載してください。 

３ 交付申請額                円 

※支援額は別表１の第３欄に定めるとおりです。支援額の上限は対象者１名につき３万円（ただし、関係人口エアサポート

の大人同伴で搭乗する小学生以下の子ども及び県外在住者による子育て王国とっとりキッズエアサポート利用は１万５千

円です。） 

※旅行会社等が販売する航空券及び宿泊がセットになった旅行商品を利用する場合は、旅行商品の料金から宿泊費相当額（１

人につき８千円／泊）を差し引いた額を支援対象とします。 

４ 支援金の振込先（※ゆうちょ銀行を選択する場合は、必ず支店名（漢数字３桁）も記入ください） 
金融機関名                    銀行・信用金庫・組合 

  （ゆうちょ銀行の場合  通帳記号           通帳番号           ） 

  支店名                      支店・支所・出張所 

  預金種目  １．普通・総合  ２．当座    口座番号            （７桁） 

  口座名義人                  （フリガナ：             ）  

【必要書類】 

 

 

[提出方法]鳥取県電子申請サービスによる申請。もしくは以下の宛先まで郵送又はファクシミリにより提出して

ください。 

〒680-8570 鳥取市東町 1-220 鳥取県観光戦略課内 

「鳥取県内国内便エアサポート事業」実施事務局 宛て 

（ファクシミリ）0857-26-8308 

 ※ファクシミリの場合は、受信確認のため電話でご一報ください（電話 0857-26-7099） 



様式第５号 

第         号 

令和  年  月  日  

申請者  

氏 名                          様 

 

鳥取空港の利用を促進する懇話会会長  

米子空港利用促進懇話会会長 

                                （ 公 印 省 略 ） 

 

鳥取県内国内便エアサポート事業の交付決定及び交付額確定通知書 

 

令和  年  月  日付けで交付申請のあったこのことについては、下記のとおり交付することに

決定し、交付額を確定したので、「鳥取県内国内便エアサポート事業実施要領」第４（２）の規定に基づ

き通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定額    金        円 

 

 

２ 特記事項  

 

 

３ 支払時期     原則として本通知の日から３０日以内に支援金の支払（口座振込）を行います。 


